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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．基板と、
　ｂ．前記基板上に堆積されたゲート酸化物層と、
　ｃ．前記ゲート酸化物層上に堆積されたグラフェンのチャネル層と、
　ｄ．前記グラフェンのチャネル層上に前記グラフェンのチャネル層と所定の長さで重複
するように配置されたソースおよびドレイン接点領域であって、複数のソースおよびドレ
イン領域が提供される前記ソースおよびドレイン接点領域と、を含む、光検出デバイス。
【請求項２】
　前記チャネル層がグラフェンの単一層である、請求項１に記載の光検出デバイス。
【請求項３】
　前記チャネル層がグラフェンの９層以下の層である、請求項１に記載の光検出デバイス
。
【請求項４】
　前記基板は、シリコンを含む、請求項１に記載の光検出デバイス。
【請求項５】
　前記複数のソースおよびドレイン領域が金属製かみ合わせフィンガを含む、請求項１に
記載の光検出デバイス。
【請求項６】
　前記ソースおよびドレインのフィンガが異なる仕事関数を有する異なる金属で形成され
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ている、請求項５に記載の光検出デバイス。
【請求項７】
　ゲート・バイアスＶＧが印加されるバックゲートを更に含む、請求項１に記載の光検出
デバイス。
【請求項８】
　ａ．基板と、
　ｂ１.前記基板上に堆積されたゲート酸化物層と、
　ｂ２.前記ゲート酸化物層上に堆積されたグラフェンのチャネル層と、
　ｃ．前記グラフェンのチャネル層上に前記グラフェンのチャネル層と所定の長さで重複
するように配置されたソースおよびドレイン接点領域と、
　ｄ．前記グラフェンのチャネル層上に堆積された透明ゲート誘電層と、
　ｅ．前記グラフェンのチャネル層を横切って電界を印加するために前記透明ゲート誘電
層の上に前記ソースおよびドレイン接点領域のそれぞれの側に近接して堆積された２つの
分割ゲートと
　を含む、光検出デバイス。
【請求項９】
　ａ．基板と、
　ｂ．前記基板に一体化された光導波路と、
　ｃ１.前記基板上に堆積されたゲート酸化物層と、
　ｃ２.前記ゲート酸化物層上に堆積されたグラフェンのチャネル層と、
　ｄ．前記グラフェンのチャネル層上に前記グラフェンのチャネル層と所定の長さで重複
するように配置されたソースおよびドレイン接点領域と、
　ｅ．前記グラフェンのチャネル層上に堆積された透明ゲート誘電層と、
　ｆ．前記透明ゲート誘電層の上に前記ソースおよびドレイン接点領域のそれぞれの側に
近接して堆積された分割ゲートと
　を含む、光検出デバイス。
【請求項１０】
　前記光導波路が低損失材料である、請求項９に記載の光検出デバイス。
【請求項１１】
　前記光導波路が、シリコン、窒化シリコン、および酸窒化物から成る群から選択される
、請求項９に記載の光検出デバイス。
【請求項１２】
　光検出層としてグラフェンを有する請求項９に記載の光検出デバイスの複数から成る光
検出アレイ。
【請求項１３】
　ａ．基板を用意するステップと、
　ｂ．前記基板上にゲート酸化物層を堆積するステップと、
　ｃ．前記ゲート酸化物層上にグラフェンのチャネル層を堆積するステップと、
　ｄ．前記グラフェンのチャネル層上に前記グラフェンのチャネル層と所定の長さで重複
するようにソースおよびドレイン接点領域をパターニングするステップと、
　ｅ．前記ソースおよびドレイン接点領域に複数のソースおよびドレイン領域を形成する
ステップと、
　ｆ．前記グラフェンのチャネル層上に透明ゲート誘電層を堆積するステップと、
　ｇ．前記透明ゲート誘電層の上に前記ソースおよびドレイン接点領域のそれぞれの側に
近接して分割ゲートを堆積するステップと、
　を含む、光検出デバイスを形成する方法。
【請求項１４】
　前記グラフェンのチャネル層としてグラフェンの単一層が堆積されている、請求項１３
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光検出器における光子検出層として単一または多層のグラフェンを用いるこ
とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光エネルギまたは他の電磁エネルギを検出または検知するために光検出器が用いられる
。現在利用可能な光検出器は一般に、有線および無線の通信、検知、監視、科学計測、国
家安全保障等の様々な実際的な用途において用いられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの光学光検出器は、光検出材料系として半導体材料を用いる。しかしながら、半導
体材料はバンド・ギャップを有するので、バンド・ギャップよりも大きいエネルギを有す
る光子しか検出することができず、場合によっては検出されないままの光子がある。更に
、半導体ベースの光検出器の固有帯域幅は、光検出領域におけるキャリア走行時間（carr
ier transit time）によって制限される。これら双方の制約の結果として、光検出器は決
して最適とは言えない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の様々な態様は、以下で参照する特許請求の範囲において定義する。
【０００５】
　本発明は、単一または多層のグラフェンが光伝導層である光検出デバイスを提供する。
【０００６】
　本発明の一態様によれば、基板を用意し、その上にゲート酸化物層を堆積する。次いで
、ゲート酸化物層上にグラフェンのチャネル層を堆積し、このグラフェン層上にソースお
よびドレイン接点領域をパターニングする。
【０００７】
　別の態様によれば、ソースおよびドレイン領域の上に分割ゲートを設けることができる
。また、多数のソースおよびドレイン領域を設けることができる。
【０００８】
　別の態様によれば、従来の信号処理読み取り回路と共に多数の光検出要素を設けて、光
検出アレイを生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】グラフェン・ベース光検出器の単純なＦＥＴ実施を示す。
【図２】グラフェン・ベース光検出器のチャネル全体に発生した内部電位を示すグラフで
ある。
【図３】グラフェン・ベース光検出器の分割ゲートＦＥＴ実施を示す。
【図４】分割ゲートのグラフェン・ベース光検出器のチャネル全体に発生した内部電位を
示すグラフである。
【図５】一体化導波路構造を有するグラフェン・ベース光検出器の分割ゲートのグラフェ
ン・ベースＦＥＴ実施を示す。
【図６】有効光検出領域を拡大するための金属製のかみ合わせフィンガを有するグラフェ
ン・ベースの光検出器を示す。
【図７】グラフェン・ベース光検出器アレイの上面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施形態ならびにその様々な特徴および有利な詳細について、添付図面に図示
し以下の記載で詳述する限定でない実施形態を参照して、より完全に説明する。本明細書
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の実施形態を不必要に曖昧にしないように、周知のコンポーネントおよび処理技法の説明
は省略する。本明細書に記載した構造を製造する場合、半導体処理において周知の従来の
プロセスを利用することができる。本明細書で用いる例は、単に、本明細書の実施形態を
実行可能である方法の理解を容易にすること、および当業者が本明細書の実施形態を実行
できるようにすることを意図したに過ぎない。従って、これらの例は、本明細書の実施形
態の範囲を限定するものとして解釈すべきではない。
【００１１】
　本発明の実施形態は、光検出器における光検出層として単一または多層グラフェンを用
いる。バンド・ギャップがゼロまたは極めて小さい材料であるというグラフェンの独特な
特性のため、いかなる波長（またはいかなるエネルギ・レベル）の光子も吸収することが
できる。従って、少なくとも紫外線から遠赤外線までの範囲の波長における幅広い範囲の
フォトニックの用途向けに、グラフェンは万能の材料として用いることができる。高電界
のもとでのグラフェンのキャリア輸送速度は、フェルミ速度１０６メートル／秒に近付く
ことができ、これは従来の半導体におけるキャリア輸送速度の１０から１００倍の速度で
ある。これによって、はるかに高い帯域幅を有する光検出器が可能となる。本発明を用い
るデバイスは、光電流発生経路間の直接外部バイアスなしで動作することができる。これ
によって必然的に暗電流がゼロとなるので、低い暗電流が不可欠である撮像、遠隔検知、
および監視において多くの適用を可能とする。また、本発明を用いるデバイスは、光電流
発生経路間で直接外部バイアスを用いて動作することもできる。通常これによって効率が
高くなるが、ある程度の暗電流を伴う。
【００１２】
　図１を参照すると、本発明に従って形成された光検出器の第１の実施形態は、従来の電
界効果トランジスタ（ＦＥＴ）と同様の基本設計を有し、検出効率を最大化するためにゲ
ート・バイアスを印加してグラフェンｐ－ｎ接合を生成することによって光検出を実現す
る。バック・ゲート１０は、シリコン・バック・ゲート（高濃度にドーピングまたは低濃
度にドーピングされている）から成る。バック・ゲート１０の上に、ゲート酸化物層１２
が絶縁層として堆積されている。ゲート酸化物層１２はＳｉＯ２またはいずれかの誘電材
料とすることができる。ゲート酸化物の上に、１つ以上の層の厚さとすることができるグ
ラフェン層１４が設けられている。グラフェン層１４は、ドーピングされているかまたは
ドーピングされていないものとすることができる。グラフェン層は、機械的剥離、化学堆
積、または成長を含む多数のプロセスによって生成することができる。次に、グラフェン
／ゲート酸化物層１２の上に、ドレイン６およびソース８の接点をパターニングし、これ
によってグラフェンがドレイン６およびソース８の接点間のチャネルを形成する。良好な
金属－グラフェン接合を生成するように、グラフェンならびにソースおよびドレイン接点
は少なくとも１００ｎｍ重複しなければならない。
【００１３】
　ゲート・バイアスＶＧを印加して、チャネル層１４の中央でグラフェンをフィールド・
ドープする。ソースおよびドレインの近傍および下のグラフェンのドーピングは、バック
・ゲートでなく接点によって支配される。ゲート・バイアスＶＧを適正に選択することに
よって良好な検出効率が得られる。ソース（またはドレイン）－グラフェン界面にグラフ
ェンｐ－ｎ接合が形成されるからである。
【００１４】
　図２は、図１のチャネル層１４の幅ｄ全体に発生する内部電位を示す。容易に認められ
るように、最大光検出の領域は、グラフェンｐ－ｎ接合が形成されたソース領域８および
ドレイン領域６の至近距離であり、この領域において電界は最大となり、光により発生し
たキャリアが有効に分離される。
【００１５】
　図３を参照すると、本発明に従って形成された光検出器の別の実施は、分割ゲート構造
を用いて、高電界光検出領域を生成することを可能としている。基板３４およびゲート酸
化物層１２の上で、単一またはいくつか（２つから５つ）のグラフェン層３８の上に、ソ
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ース領域３０およびドレイン領域３２が堆積されている。グラフェン３８、ソース領域３
０、およびドレイン領域３２の上に、透明ゲート誘電層（高Ｋまたは低Ｋとすることがで
きる）４０が堆積されている。次いで、誘電層４０の上にゲート４２および４４がパター
ニングされている。図３では、説明の目的のためにゲート誘電層４０を部分的に切り取っ
て図示している。この層は、電気的接続が必要である位置を除いて、グラフェン・チャネ
ルの全体ならびにソース領域およびドレイン領域を覆うことができる。
【００１６】
　動作においては、ゲート４２および４４にそれぞれゲート・バイアスを印加して、相当
に大きい電界が生じる高感度光検出領域をチャネル３８に生成する。ゲート・バイアスの
大きさは、上部ゲート誘電体４０の厚さの関数である。図４は、図３のデバイスのソース
領域３０およびドレイン領域３２間で上部ゲート４２および４４によって発生した電位を
グラフで示す。
【００１７】
　図５は、図３に見られるような分割ゲート光検出デバイスを示すが、グラフェンの下に
光導波路５０が追加されている。このデバイスは、図３の光検出デバイスと同じように動
作するが、より大きな面積にわたってデバイスに衝突する光子を捕捉しそれらをグラフェ
ン層３８に運ぶ導波路５０の特性のために、いっそう高効率である。導波路５０は、シリ
コン、窒化シリコン、シリコン酸窒化物、またはいずれかの低損失材料から、材料成長、
ウエハ・ボンディング、ウエットまたはドライ・エッチング等の典型的な半導体プロセス
を用いて製造することができる。
【００１８】
　図６は、前述の実施形態に対して行うことができる変形を示す。グラフェン層３８の上
に、多数のソース領域（６４～６７）およびドレイン領域（６０～６３）を画定するかみ
合わせフィンガ（interdigitated finger）がパターニングされている。この実施は、有
効光検出面積を著しく向上させることができるので、極めて高感度の光検出器を可能とす
る。ゼロのソース－ドレイン・バイアスで、光キャリア分離のための内部電位を生成する
ように、異なる仕事関数を有する異なるソース金属およびドレイン金属を用いることがで
きる。ソース－ドレイン・バイアスを印加すると、光検出効率を更に高めることができる
。しかしながら、この場合、動作において暗電流が生じる。更に、ソースおよびドレイン
接点に同一の金属を用いた場合は、シャドー・マスクを用いてソース／グラフェンまたは
ドレイン／グラフェン接点における光吸収を阻止して、光電流の発生を向上させることが
できる。
【００１９】
　撮像（少なくとも赤外線から可視光までの極めて広い波長範囲において）および監視等
の用途においては、光検出器アレイが極めて有用である。図７に示すように、本発明のグ
ラフェン・ベースの光検出器を、標準的な半導体プロセスを用いて、かかるアレイ７０に
製造することも可能である。従来の信号処理回路７２を追加することによって、検出器ア
レイの光検出要素７４の全てからの読み取りを可能とする。このアレイの各要素７４は前
述の実施形態のいずれかに従った光検出器を含むことができる。
【００２０】
　本発明を前出の例示的な実施形態に関連付けて記載したが、本発明はこれに限定されず
、本発明の精神に該当する多くの可能な変更および変形があることは、当業者には理解さ
れよう。
【００２１】
　本開示の範囲は、本明細書に開示したいずれかの新規の特徴または特徴の組み合わせを
含む。このため、本出願またはそこから導出されたいずれかの更に別の出願の手続の間に
新規の特許請求項を構築してかかる特徴または特徴の組み合わせとすることができること
は、当業者には認められよう。特に、添付の特許請求の範囲を参照して、従属クレームか
らの特徴を独立クレームのものと組み合わせることができ、各独立クレームからの特徴を
いずれかの適切な方法で、単に特許請求の範囲に列挙した具体的な組み合わせでなく、組
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み合わせることができる。
【００２２】
　不確かさを回避するため、本記載および特許請求の範囲を通じて本明細書で用いる場合
、「～を含む」という言葉は、「～のみで構成される」という意味に解釈されないものと
する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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